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令和元年度決算に基づく健全化判断比率等について 

 

令和２年９月 18 日 

八幡浜市 総務企画部 財政課 

 

平成 20 年 4 月に一部施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、

令和元年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将

来負担比率）と公営企業の資金不足比率を算定し、監査委員の意見を付けて、9 月定例議会へ報告

しました。 

算定の結果、いずれの比率も基準を下回っており、健全段階にあります。 

 

（１）健全化判断比率 

区分 八幡浜市の健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 －  ％ 13.18 ％ 20.00 ％

連結実質赤字比率 －  ％ 18.18 ％ 30.00 ％

実質公債費比率 9.6 ％ 25.00 ％ 35.00 ％

将来負担比率 77.8 ％ 350.00 ％ 

※実質赤字額及び連結実質赤字額がない場合は、「－」で表示 

 

（２）資金不足比率 

公営企業の名称 八幡浜市の資金不足比率 経営健全化基準 

下水道事業会計 －  ％ 

20.0  ％

水道事業会計  －  ％ 

市立八幡浜総合病院事業会計 －  ％ 

簡易水道事業特別会計 －  ％ 

水産物地方卸売市場事業特別会計 －  ％ 

港湾整備事業特別会計 －  ％ 

※資金不足額がない場合は、「－」で表示
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１ 制度の概要 

平成 19 年 6 月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、毎年度、地方公共団体

は 4つの健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）を、ま

た公営企業を経営する地方公共団体は公営企業ごとに資金不足比率を、監査委員の審査に付した上で、

議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。 

 

２ 早期健全化基準と経営健全化基準 

健全化判断比率のうちいずれかが「早期健全化基準」以上の場合、資金不足比率が「経営健全化基準」

以上の場合には、自主的な改善努力による財政健全化を図るために「財政健全化計画」（公営企業につ

いては「経営健全化計画」）の策定が義務付けられました。 

「財政健全化計画」（「経営健全化計画」）は、議会の議決を経て定め、公表及び県知事への報告、実

施状況の議会への報告、公表をすることとなります。 

なお、実質赤字比率及び連結実質赤字比率の早期健全化基準については、市町村の財政規模に応じて

算定されます。 

 

３ 財政再生基準 

健全化判断比率のうちいずれかが「財政再生基準」以上の場合には、自主的な財政健全化は困難とみ

なされ、国等の関与による確実な財政再生を図るために「財政再生計画」の策定、実施が義務付けられ

ました。 

「財政再生計画」は、議会の議決を経て定め、公表及び総務大臣への報告、実施状況の議会への報告、

公表をすることとなり、一定の国の関与や地方債の起債制限等の措置が講じられます。 

 

４ 健全化判断比率及び資金不足比率の算定 

（１）標準財政規模 

「標準財政規模」とは、地方自治体の一般財源の標準的大きさを示す指標であり、「標準税収入額＋

普通地方交付税額＋地方譲与税額＋臨時財政対策債発行可能額」で求められます。 

標準税収入額 普通交付税 地方譲与税 臨時財政対策債発行可能額

40 億 881 万 7 千円 65 億 625 万 6 千円 1億 2,749 万 8 千円 4億 143 万 4 千円 

標準財政規模 110 億 4,400 万 5 千円 

 

（２）実質赤字比率 

「実質赤字比率」は、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。 

実質赤字比率 ＝ 

 

一般会計等の実質赤字額＝繰上充用額＋支払繰延額＋事業繰越額  

 標準財政規模 
 

なし ＝ 
0 円＝0円＋0円＋0円 

110 億 4,400 万 5 千円 

八幡浜市は実質赤字額がありませんので、早期健全化基準 13.18％、財政再生基準 20.00％には該当

しません。 
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（３）連結実質赤字比率 

「連結実質赤字比率」は、全会計を対象とした実質赤字（または資金不足額）の標準財政規模に対す

る比率です。すべての会計の赤字や黒字を合算し、市全体としての資金の不足を把握するものです。 

連結実質赤字比率 ＝ 

 

連結実質赤字額 
 

 
標準財政規模 

 

なし（△38.12％）＝ 
△42 億 1,036 万 1 千円  

 110 億 4,400 万 5 千円 

（単位：千円） 

会計 歳入額 歳出額 翌年度繰越額  実質収支額  

一般会計 23,277,277－ 22,896,719－ 114,749＝ 265,809  

国民健康保険事業特別会計 5,120,853－ 5,036,022－ 0＝ 84,831  

後期高齢者医療特別会計 572,151－ 561,575－ 0＝ 10,576  

介護保険特別会計 4,188,898－ 4,174,579－ 0＝ 14,319  

介護サービス事業特別会計 21,882－ 21,882－ 0＝ 0  

駐車場事業特別会計 66,476－ 59,240－ 0＝ 7,236  

簡易水道事業特別会計 15,030－ 14,998－ 32＝ 0  

水産物地方卸売市場事業特別会計 54,485－ 54,485－ 0＝ 0  

港湾整備事業特別会計 205,028－ 204,668－ 28＝ 332  
会計 流動資産 流動負債 退職手当債  剰余額  

下水道事業会計 101,429－ 45,075－ 0＝ 56,354  

水道事業会計 1,190,654－ 114,713－ 0＝ 1,075,941  

市立八幡浜総合病院事業会計 3,147,166－ 452,203－ 0＝ 2,694,963  

実質収支等の合計 42 億 1,036 万 1 千円

八幡浜市は、すべての会計において実質赤字額または資金不足額がありませんので、早期健全化基準

18.18％、財政再生基準 30.00％には該当しません。 

 

（４）実質公債費比率 

「実質公債費比率」は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本と

した額に対する比率で、過去 3か年の平均値です。 

実質公債費比率 

（3か年平均） 
＝ 

(地方債の元利償還金＋準元利償還金)－ 

(特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 
 

 
標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

平成 29 年度 

10.7％ 
＝ 

（23 億 6,372 万 7 千円＋11 億 5,708 万 3 千円） 

    －（3億 8,724 万円＋21 億 6,426 万 1 千円） 
 

 
112 億 3,854 万 4 千円－21 億 6,426 万 1 千円 

平成 30 年度 

8.4％ 
＝ 

（22 億 8,181 万 6 千円＋10 億 4,291 万 2 千円） 

      －（3億 8,454 万 5 千円＋21 億 8,456 万 5 千円） 
 

 
111 億 4,247 万 1 千円－21 億 8,456 万 5 千円 

令和元年度 

9.9％ 
＝ 

（22 億 5,276 万 5 千円＋11 億 4,858 万 8 千円） 

      －（3億 3,291 万 7 千円＋21 億 9,120 万 6 千円） 
 

 
110 億 4,400 万 5 千円－21 億 9,120 万 6 千円 

実質公債費比率（3か年平均） 9.6％  

八幡浜市は 9.6％ですので、早期健全化基準 25.0％、財政再生基準 35.0％には該当しません。地方

債協議制度において許可団体となる 18.0％にも達していません。 

単年度の比率は、臨時財政対策債発行可能額の減額などにより、1.5 ポイント悪化しましたが、3 か

年平均は平成 28 年度の 11.2％が算定から外れたため、前年度より 0.5 ポイント改善しました。
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（５）将来負担比率 

「将来負担比率」は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対

する比率です。 

将来負担比率 ＝ 

将来負担額－(充当可能基金額＋特定財源見込額＋ 

      地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額) 

標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 
 

77.8％ ＝ 

 

379 億 4,315 万 8 千円－(46 億 2,036 万 6 千円 

 ＋9 億 7,201 万 3 千円＋254 億 5,916 万 2 千円) 

110 億 4,400 万 5 千円－21 億 9,120 万 6 千円 
 

八幡浜市は 77.8％ですので、早期健全化基準 350.0％には該当しません。 

将来負担額の内訳は、地方債現在高、公営企業債等繰入見込額が大きな割合を占めています。 

令和元年度の将来負担比率は、公営企業債等繰入見込額の減額などにより、前年度から 3.1 ポイント

改善しました。 

 

（６）資金不足比率 

「資金不足比率」は、公営企業ごとの資金の不足額を事業の規模と比較する比率です。 

資金不足比率 ＝ 

 

資金の不足額 

事業の規模 
 

（法適用企業）  

資金不足比率  
＝ 

資金の不足額＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こ

した地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額 

事業の規模＝営業収益の額－受託工事収益の額 

下水道事業会計 

なし（△10％） 
＝ 

 

△5,635 万 4 千円 

＝（4,507 万 5 千円＋0円－1億 142 万 9 千円）－0円 

5 億 6,059 万 8 千円＝5億 6,059 万 8 千円－0円 
 

水道事業会計 

なし（△150％） 
＝ 

 

△10 億 7,594 万 1 千円 

＝（1億 1,471 万 3 千円＋0円－11 億 9,065 万 4 千円）－0円 

7 億 1,726 万 9 千円＝7億 1,726 万 9 千円－0円 
 

市立八幡浜 

総合病院事業会計 

なし（△69.3％） 

＝ 

 

△26 億 9,496 万 3 千円 

＝(4 億 5,220 万 3 千円＋0円－31 億 4,716 万 6 千円)－0円 

38 億 8,865 万 6 千円＝38 億 8,865 万 6 千円－0円 
 

   

（法非適用企業） 

資金不足比率  
＝ 

資金の不足額＝（歳出額＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こし

た地方債の現在高）－（歳入額－翌年度繰越額） 

事業の規模＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

簡易水道事業特別会計

なし（0.0％） 
＝ 

 

0 円＝（1,499 万 8 千円＋0円）－（1,503 万円－3万 2千円） 

98 万 5 千円＝98 万 5 千円－0円 
 

水産物地方卸売 

市場事業特別会計 

なし（0.0％） 

＝ 

 

0 円＝（5,448 万 5 千円＋0円）－（5,448 万 5 千円－0円） 

4,147 万 6 千円＝4,147 万 6 千円－0円 
 

港湾整備事業特別会計

なし（△0.4％） 
＝ 

 

△33 万 2 千円 

＝（2億 466 万 8 千円＋0円）－（2億 502 万 8 千円－2万 8千円）

7,542 万 4 千円＝7,542 万 4 千円－0円 
 

八幡浜市のすべての公営企業について、資金不足額がなく、経営健全化基準 20.0％に該当しません。 


